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大
溝
藩

の
家
臣
団
構
成
と
財
政

鎌

田

道

隆

は

じ

め

に

近
江
国
高
島
郡
大
溝
を
城
地
と
す
る
大
溝
藩
は
、
元
和
五
年

(
一
六

一
九
)
八

月
分
部
光
信
が
伊
勢
国
上
野
か
ら
入
封
し
た
の
に
始
ま
る
。
分
部
氏
は
、

『寛
政

重
修
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ぽ
、
伊
勢
国
安
濃
郡

分
部
村
の
出
身
で
、
代

々
伊
勢
国
内

を
地
盤
に
活
躍
し
た
が
、
織
田
信
包

・
豊
臣
秀
次

・
豊
臣
秀
吉

・
徳
川
家
康
ら
に

仕
え
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
関
ケ
原
戦
後

に
は
伊
勢
上
野
に
住
し
て
二
万
石
余
を

領
す
る
大
名
と
な

っ
た
。

分
部
氏
は
、
大
溝
入
封
後
も
二
万
石
余

で
あ
り
、
以
後
江
戸
期
を
通
じ
て
石
高

・
城
地
と
も
に
変
更
が
な
か
っ
た
。
二
万
石
の
大
名
と
い
え
ば
、
江
戸
期

の
大
名

と
し
て
は
極
小
規
模
の
大
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
改
易
や
転
封

・
減
封
な
ど
、

め
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
の
江
戸
幕
府
の
大
名
統

制
の
動
き
の
な
か
で
、
二
百
五
十
余

年
も
の
間
大
溝
を
動
く
こ
と
な
く
、
二
万
石
余
の
石
高
を
維
持
し
て
い
っ
た
こ
と

は
、
注
目
に
値
す
る
。

分
部
家

の
永
続
は
、
数
百
人
に
の
ぼ
る
家
臣
た
ち
の
身
分
と
そ
の
家
族
の
生
活

保
障
を
意
味
し
た
。
大
溝
の
城
主
と
し
て

の
分
部
家
の
二
百
五
十
余
年
に
は
、
そ

の
維
持

の
た
め
の
君
臣

一
体
と
な
っ
た
そ
れ
な
り
の
努
力
と
悲
願
が
こ
め
ら
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
大
溝
藩
領
の
領
民

の
生
き
方
に
も
、

二
百
五
十
余
年
を
同
じ
領
主
の
も
と
で
過
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
喜
怒
哀
楽

の
特
別
な
営
み
と
な
っ
て
深
く
か
か
わ

っ
た
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。

大
溝
藩
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『
高
島
郡
誌
』
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ

て
い
る
が
、

こ
の
た
び

『
高
島
町
史
』
の
編
纂
の
過
程
で
新
し
い
在
地
史
料
が
数

①

多
く
発
見
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
新
史
料
の
分
析
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
近
世
小
大
名

の
家
臣
団
構
成
と
財
政
の
問
題
を
究
明
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
ね
ら
い

で
あ
る
。　一

大
溝
藩

領
の
分
布

(

分
部
光
信
は
、
近
江
国
高
島
郡
お
よ
び
野
洲
郡

の
う
ち
に
お
い
て
、
総
石
高
二

②

万
石
余
を
与
え
ら
れ
て
大
溝
に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
寛
永
二
年

(
一
六
二
五
)
十

二
月
二
十

一
日
、
は
じ
め
て
領
知
の
朱
印
状
を
さ
ず
け
ち
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
寛
永
二
年
の
朱
印
状
は
現
在
不
明
で
あ
る
か
ら
、
ほ
ぼ
内
容
的
に
は
同
じ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
寛
文
四
年

(
一
六
六
四
)

の
朱
印
状
を
、
写
し
で
は
あ
る
が

③

示
し
て
お
く
。

近
江
国
高
嶋
郡
之
内
三
拾
弐
箇
村
壱
万
七
千
七
石
余
、
野
洲
郡
之
内
五
箇
村

弐
千
九
百
九
拾
四
石
余
、
都
合
弐
万
石
余

朋
観
在

事
、
任
寛
永
二
年
十
二
月

十
五
日
先
判
之
旨
、
充
行
之
詑
、
全
可
領
知
者
也
、
傍
而
如
件
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表1大 溝藩領の分布

村 名 領 主 名 石 高

鱗鞭

醜

黙

灘

㎜叢

㎜器
㎜㎜㎜騰

欝

鋸

㎜㎜灘

翻
響
㎜悩霧

㎜灘

溜
騨

韓

㎜

11

11

2

2

4

4

4

4

4

4

1

1

18

12

2

1

1

7

7

12

9

3

20

13

4

16

10

6

4

4

4

4

8

8

22

3

13

4

16

13

2

22

3

9

5

2

1

22

15

5

1

分領御氏部分

分領御氏部分

分領御氏部分

分領御氏部分

分領御氏部分

分

分
蔵
郎
守

領

領

太
岐

御

御
藤

新
隠

氏

氏
野

野
多

部

部

分

分
真
真
木

分領御氏部分

分
守
守

領
中
皮

御
備
隠

氏餐
辺
多

分
渡
本

分

門

門

内

蔵

郎

守

守

のサ
リす

領

律

律

太

後

岐

ロ
左

左

作

藤

征

五

郎

新

備

隠

氏

弥

ゴ
屋

野

弱

野
田
多

書
木
屋

分
朽
蜂
蜂
真
真
堀
本

分
守

領
後

御
備

氏区
田

分
堀

分領御氏部分

分領御氏部分

分
郎

領
+

御
平

氏3
辺
調分

渡

分
珊
守

分
守

領

予

領
岐

御
修

御

伊

隠

氏
木

氏

唱

木

弔
多

立
口

f
L

分
朽
朽

分
本

分
所
守
守
内

官

作

領
脈
岐
後
同

日
1

.

ロ

　エ

ロ
　

征

翫保

R「

右

隠

備

衛

氏

郎

左

部
朋
多
轟

羅

屋

分
多
本
堀
蜂

分
守
守

領
伊
前

御
紀
備

氏耶
井
屋

,エ

レ分
酒
伏

下打趣却

垣

羽

黒

石

音

伊

瀬

山

ケ

畑

甑

鹿

武

野

m

宮

永

鴨

川

川

小

小

下

上

江横

家在今

嶋

江薦

嶋

田

川

太

薗藁

高

島

郡

↓
」

π

島

郡

野

洲

郡

村 名

深 溝

北 端

森

i市

木 津

下 弘 部

藺 生

南 生 見

北 生 見

下 古 賀

庄 堺

矢

小

分

新

川

領 主 名 石 高

6

6

2

2

-

8

6

2

6

8

9

9

4

4

5

3

3

3

6

5

5

6

9

7

2

2

4

4

0

9

1

3

1

0

0

8

8

3

3

9

1

3

3

1

2

2

2

4

4

4

2

2

2

3

8

2

2

9

9

5

0

4

3

3

0

0

0

7

3

5

5

2

2

2

2

4

4

1

6

6

6

2

0

0

α

α

6

4

a

Z

3

a

&

&

Z

2

5

牝

9

9

9

5

a

&

Z

7

&

&

a

7

0
。
α

α

a

a

3
。
Z

Z

a

6

5

1

6

0

5

4

4

8

8

8

2

6

3

1

3

4

8

8

8

2

2

1

4

1

1

8

7

7

7

4

3

3

2

0

2

9

4

5

3

3

2

2

4

1

3

6

6

6

1

4

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1⊥
-⊥分

刀

領

浄
ぼ

月

↓
午

祖氏

泰↓刀

部分
佐

分
守

領
岐

分

分

領

御

御

隠
氏祁

多
分
本

領御

氏

氏

部分

部分

分
夫

領
太

御
理

氏
修

部
井

分
酒

分
内
門

領

衛

打
作
左

希

郎

氏
屋
三

部

屋

分
蜂
蜂

分
守

伍

h
-

「

御
備

氏区
辺

霊
口分

渡

分

分

領

領

御

御

氏

氏

部

部

分

分

分
門
内
守
所
蔵
郎
守

i

官

領
律

岐
雅

太
後

御
左
作

襯
藤

郎

隠
右

新
備

氏
三
屋

臨
野

部
屋

多
羅

醤

分
蜂
蜂
本
多
真
真
堀

分領御氏部分

1鳴
分 部 氏 御 領 分

嶋
分 部 氏 御 領 分

濱
分 部 氏 御 領 分

庄
分 部 氏 御 領 分

m
分 部 氏 御 領 分
朽 木 和 泉 守
石 川 主 殿 頭
斎 藤 飛 騨 守
能 勢 次 左 衛 門

両 郡 小 物 成(分 部氏分)

1876

1876

465

465

370

370

65

65

1044

175

12

420

200

664

664

788

788

1

1

812

812

745
!!/

226

49

236.585

210.372

注)r横 田三千太郎家文書』より作成。推定

年代は元禄
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寛
文
四
年
四
月
五
日

御
朱

印

分
部
若
狭
守
と
の
へ

大
溝
藩
領
、
す
な
わ
ち
分
部
家
の
所
領

は
、
二
郡
三
七
力
村
に
わ
た
っ
て
散
在④

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
村
名
と
石
高
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

高
島
郡
三
ニ
カ
村
の
う
ち
、
全
村
が
分
部
家
の
領
地
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
大

溝
打
下
村
、
石
垣
村
、
音
羽
村
、
伊
黒
村
、
鹿
ケ
瀬
村
、
畑
村
、
宮
野
村
、
鴨
村
、

上
小
川
村
、
横
江
村
、
島
村
、
森
村
、
今

市
村
、
南
生
見
村
、
北
生
見
村
、
庄
堺

村
の

一
六
力
村
で
あ
り
、
野
洲
郡
五
力
村

で
は
川
田
村
を
除
く
四
力
村
が

一
円
分

部
領
と
な

っ
て
い
る
。
村
数
の
う
え
で
は
、
二
〇
力
村
が

一
円
支
配
地
、

一
七
力

村
が
他
領
と
の
入
組
支
配
地
と
い
う

こ
と

に
な
る
が
、

一
円
知
行

の
村
々
の
村
高

合
計
と
他
領
入
組
村
の
分
部
家
分

の
石
高
合
計
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
と

も
に
お
よ
そ
九
九
〇
〇
石
ほ
ど
と
な
り
、

大
溝
藩
領
は
ほ
ぼ
半
分
が

一
円
知
行
地
、

残
り
半
分
が
他
領
と
の
入
組
支
配
地
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
円
支
配
の
村
の
場
合
に
は
、
分
部
家

の
み
の
年
貢
率
決
定
や
民
政
上
の
諸
施

策
が
統

一
的
に
貫
徹
す
る
の
で
問
題
は
少
な
い
が
、
複
数
の
領
主
権
が
錯
綜
す
る

あ
い
き
ゆ
う

相
給

の
村
の
場
合
に
は
、
年
貢
率

の
決
定

に
関
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
民
政
上

で
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
予
想
さ
れ
る
。

用
水
権
や
治
水
上
の
負
担
な
ど
を
め
ぐ

り
、
領
主
間
に
利
害
の
対
立
が
生
起
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
大
溝
藩
領
の
半
分
を
占
め
る
相
給
の
村

々
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
領
主
た
ち
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
前
掲
の
表
か
ら
み
て
み
よ
う
。
領
主

名
を

一
覧
し
て
判
明
す
る
の
は
、
分
部
家

と
の
相
給
関
係
に
あ
る
領
主
た
ち
が
、

い
ず
れ
も
武
士
層
で
あ
り
、
社
寺
領
や
公
家
領
、
町
人
領
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
非
武

家
領
と
の
相
給
は
見
あ
た
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
相
給
と

い
え
ど
も
い
ず
れ
も
同
じ
生
活
様
式
の
武
家
領
で
あ
り
、
領
主
と
し
て
支
配
の
あ

り
方
に
共
通
す
る
も

の
が
あ

っ
た
と
判
断

さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
武
家
領
に
は
幕
府
領
、
大
名
領
、
旗
本
領
な
ど
の
別
が
あ
る
。
大

溝
藩
領
と
相
給
の
幕
府
領
と
い
え
ば
、
高
島
郡
の
太
田
村
と
下
古
賀
村
の
多
羅
尾

四
郎
左
衛
門
代
官
所
の
み
で
あ
る
。
大
名
領
で
は
、
近
江
国
膳
所
藩
本
多
氏
、
近

江
国
堅
田
藩
堀
田
氏
、
和
泉
国
伯
太
藩
渡
辺
氏
、
若
狭
国
小
浜
藩
酒
井
氏
、
山
城

国
淀
藩
石
川
氏
な
ど
の
所
領
が
、
か
な
り
複
雑
に
大
溝
藩
分
部
氏
と
の
相
給
関
係

を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
分
部
氏
と
の
相
給
で
よ
く
名
前
を
つ
ら
ね
る
旗
本
と
し
て

は
、
真
野
氏
、
朽
木
氏
、
蜂
屋
氏
が
見
え
る
が
、
か
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

一
族
で
あ

り
な
が
ら
複
数
の
家
を
構
成
し
て
お
り
、
か
つ
同

一
の
村
に

一
族
が
な
ら
ん
で
知

行
地
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
特
色
を
有
し
て
い
る
。

村

の
大
小
に
か
か
わ
り
な
く
、
領
主
数

の
も

っ
と
も
多
い
村
を
あ
げ
る
と
、
高

島
郡

の
鴨
村
と
下
古
賀
村
で
、
領
主
数
は
と
も
に
八
で
あ
る
。

こ
の
両
村
の
領
主

名
を
み
る
と
、
鴨
村
の
朽
木
弥
五
左
衛
門
、
下
古
賀
村
の
多
羅
尾
四
郎
左
衛
門
以

外
は
、
七
領
主
が
全
く
同
じ
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

こ
う
し
た
相
給
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
分
部
氏
は
前
述

の
と
お
り
、
九
九
〇
〇
石
ほ
ど
を

一
七
ヵ
村

に
細
分
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
鴨

村
と
下
古
賀
村
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ほ
か
の
領
主
た
ち
も
知
行
高
を
細
分

割
さ
れ
て
相
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
領
主
権
が
複
雑
に
錯
綜
す

る
知
行
割
の
方
法
は
、
決
し
て
近
江
地
方
に
だ
け
特
徴
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
地

⑤

域
に
よ

っ
て
は
、
さ
ら
に
複
雑
な
構
造
を
示
す
こ
と
も
多
い
。

し
か
し
、
領
主
権
の
錯
綜
す
る
相
給
体
制
は
、
支
配
す
る
側
と
し
て
も
、
第

一

に
他
の
領
主
と
の
間
に
不
必
要
な
軋
礫
を
ひ
き
お
こ
し
や
す
い
こ
と
、
第
二
に
何

よ
り
も
細
分
化
さ
れ
て
散
在
す
る
領
地
か
ら
の
年
貢
収
取
に
は
苦
労
が
多
す
ぎ
る

こ
と
な
ど
、
小
規
模
で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
不
利
益
度
が
増
加
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
あ
え
て
そ
う
し
た
行
政
上
の
不
利
益
を
承
知
の
う
え
で
、

相
給
体
制
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

相
給
す
な
わ
ち
入
組
み
支
配
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で

一
般
に
江
戸
幕
府
の
分

裂
支
配
政
策
の
あ
ら
わ
れ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
領
主
権
を
分
割
す
る
こ
と
に
よ

っ
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て
そ
の
強
大
化
を
抑
止
し
、
領
主
間
の
相
互
監
視

・
牽
制
を
行
な
わ
せ
る
と
い
う

の
が
、
分
裂
支
配
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

ろ
う
が
、
巨
大
な
外
様
大
名
や
有
力
旗

本
層
で
は
な
く
、
弱
小
の
大
名

・
旗
本
に
そ
の
分
裂
支
配
政
策
が
適
用
さ
れ
て
い

る
と
い
う
の
は
理
解
し
に
く
い
。

こ
れ
は
全
く
の
推
論
に
す
ぎ
な
い
が
、

小
規
模
な
領
主
層
に
お
け
る
相
給
体
制

は
、
領
主
と
そ
の
所
領
と
の
問

の
特
別
な
由
緒
や
政
治
的
意
味
を
別
と
し
て
、
農

業
生
産
に
お
け
る
発
展
度
や
安
定
性
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
、
相
給
は
経
済
的
意
味

が
か
な
り
強
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
江
戸
期
の
農
業
生
産

の
安

定
性
が
低
い
こ
と
は
、
水
害
や
旱
越
、

冷
害
な
ど
に
よ

っ
て
大
き
な
変
動
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と

く
に
、
琵
琶
湖
や
諸
河
川
の
氾
濫
.に
よ
る
洪
水
の
多
い
地
域
で
は
、
損
毛
率
が
高

い
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
村
落
に
集
中

的
に
所
領
を
集
合
し
た
場
合
、
洪
水
等

の
影
響
を
ま
と
も
に
う
け
て
、
そ
の
領
主
は
大
き
な
損
害
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
。

相
給
体
制
は
、
そ
う
し
た
農
業
生
産

の
安

定
性
の
低
さ
か
ら
く
る
危
険

の
拡
散
と

い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
逆
に
、
き
わ
め
て
生
産
性

が
高
く
安
定
度
も
高
い
村
落

(地
域
)
を
特
定
の
個
人
の

一
円
知
行
と
せ
ず
、
相

給
と
す
る
こ
と
は
、
安
定
し
た
収
入
を
多

く
の
領
主
に
保
証
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

小
規
模
な
領
主
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
危

険
を
分
散
し
、
利
益
を
共
有
す
る
相
給

体
制
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経

済
的
意
味
か
ら
す
る
相
給
に
も
、
行
政
的
な
負
担
が
増
大
す
る
た
め
に
、

一
定
の

限
界
が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

大
溝
藩
領
の
相
給
の
あ
り
方
や
所
領

の
分
布
の
あ
り
方
が
、
二
万
石
規
模
の
大

名
と
し
て
妥
当
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
精

密
な
分
析
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)
五
月

の
大
洪
水
で
は
高
島
郡

一
帯
が
亡
所
と
な
り
、
大

溝
領
で
も

一
万
石
余
の
損
毛
が
見
込
ま
れ

た
た
め
、
幕
府
に
願

い
出
て
同
年
九
月

摂
津
高
規
の
御
蔵
米
三
〇
〇
〇
石
を
拝
借
し
て
何
と
か
切
り
抜
け
て
い
る
。
ま
た

延
宝
四
年

(
一
六
七
六
)
五
月
に
も
大
水
害
に
襲
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
は

一
万
三
〇
〇
〇
石
余
の
損
毛
と
い
い
、
翌
年
の
藩
主
の
参
観
交
代
の
江
戸
参
府
を

延
期
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
ほ
ど
の
財
政
破
綻
に
落
ち
こ
ん
だ
と
い
わ

⑥

れ
る
。

　二

家

臣

団

の

構

成

(

分
部
氏
は
、
元
和
五
年
に
近
江

へ
移
封
さ
れ
た
際
、
ほ
と
ん
ど
の
家
臣
を
伊
勢

か
ら
大
溝

へ
と
引
き
つ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

『
横
田
三
千
太
郎
家
文
書
』
の

　
マ
マ
　

「
正
保
度
御
改
」
と
題
す
る
分
限
帳
や
、

『
長
野
家
文
書
』
の

「
勢
州
御
普
代
慶

安
年
中
諸
士
以
下
由
緒
書
」
な
ど
か
ら
、
そ
の
辺
の
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。

正
保

・
慶
安
期

(
一
六
四
四
～

一
六
五

一
)
と
い
え
ば
、
分
部
氏
が
大
溝
に
入

っ
て
か
ら
お
よ
そ
三
〇
年
前
後
を
経
過
し
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

「
正
保

度
御
改
」
や

「勢
州
御
普
代
慶
安
年
中
諸
士
以
下
由
緒
書
」
に
は
、
本
国

・
生
国

そ
れ
に
年
齢
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
年
齢
に
注
意
し
て
み
て
み
る
と
、
二
十
代
後
半
以
前
の
人
々
は
、
ほ
と

ん
ど
大
溝
生
ま
れ
と
な

っ
て
お
り
、
三
十
代
以
上
の
知
行
取
の
家
臣
で
は
大
溝
生

ま
れ
は
皆
無
で
あ
る
。
た
だ
し
、

一
〇
石
以
下
の
現
米
を
支
給
さ
れ
る
下
級
の
藩

士
に
な
る
と
、
三
十
代
か
ら
五
十
代
の
も
の
で
も
、
生
国
を
江
州
高
島
郡
と
記
さ

れ
る
人

々
が
若
干
見
う
け
ら
れ
る
。

い
ま
す
こ
し

『
長
野
家
文
書
』
の

「
勢
州
御
普
代
慶
安
年
中
諸

士
以

下
由

緒

書
」
に
よ
っ
て
、
家
臣
団
の
構
成
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
み
よ
う
。

こ
の

「
由
緒

書
」
に
は
、
分
部
家

の
家
臣
と
し
て
総
勢

一
五

一
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
俸
禄
高
の
記
載
が
あ
る
の
は

一
四
八
名
で
、
残
り
の
三
名
は
大
溝
生
ま
れ
の

十
三
歳
と
十
五
歳
と
十
七
歳
の
少
年
で
あ
り
、
そ
の
記
載
箇
所
か
ら
み
て
、
や
が

て
は

一
人
前

の
知
行
高
を
給
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
若
年
故
に
無
高
と
な

っ
て
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い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

一
四
八
名

の
俸
禄
に
つ
い
て
み
る
と
、

五
五
〇
石
か
ら
二
〇
石
ま
で
の
知
行
給

形
態
の
も
の
が
五
七
名
で
、

一
五
石
か
ら
三
石
ま
で
の
現
米
給
の
も
の
が
九

一
名

と
な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
知
行
の
も

の
は
上
級
ま
た
は
中
級
の
家
臣
で
あ
り
、

現
米
は
下
級

の
家
臣
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
五
七
名
の
知
行
給
総
額
が
八
二
二

一
石
で
あ
る
の
に
対
し
、
九

一
名
の
現
米
給
総
額
は
六
四

一
・
二
石
で
あ
る
。
知

行
と
い
っ
て
も
大
溝
藩
で
は
実
際
に
知
行

地
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
四
割
か
ら

五
割
く
ら
い
の
換
算
で
蔵
米
を
支
給
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
五
七
名

の

⑦

蔵
米
総
額
を
四
〇
〇
〇
石
と
査
定
し
て
み
る
と
、
知
行
給
の

一
人
平
均
は
約
七
〇

石
と
な
る
。
現
米
給
の

一
人
平
均
は
七
石
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
格
差
が

い
か

に
大
き
か
っ
た
か
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

知
行
給
五
七
名

の
う
ち
三
十
歳
代
以
上
は
、
本
国

・
生
国
と
も
に
伊
勢
と
す
る

も
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
伊
勢
国
で
も
安
濃

郡
、
安
芸
郡
が
も

っ
と
も
多
く
、
と

く
に
安
濃
郡
で
は
長
野
村
、
分
部
村
、
下
部

田
村
、
雲
林
院
村
、
長
村
、
安
芸
郡

で
は
上
野
村
、
中
山
村
、
高
佐
村
、
安
濃
村
、
白
塚
村
、
平
野
村
等
を
出
自
と
す

る
者
が
多
い
。
ま
た
、
上
級
家
臣
の
な
か
に
分
部
姓
を
名
乗
る
者
が
多
い
こ
と
も
、

初
期
大
溝
藩

の
特
徴
で
あ
る
。
分
部
姓
は
、
知
行
給
の
も
の
の
な
か
に

一
六
名

い

る
が
、
そ

の
内
訳
は
五
五
〇
石

一
名
、
四
〇

〇
石
四
名
、
三
〇
〇
石

一
名
、
二
〇

〇
石
二
名
、

一
八
〇
石

・
一
七
〇
石

・
一
六
〇
石
が
各

一
名
、

一
〇
〇
石
二
名
、

五
〇
石

一
名
、
二
〇
石
二
名
で
あ
る
。
分
部

姓
で
石
高
の
低
い
者
は
若
年
者
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
分
部

一
族
に
よ

っ
て
初
期
の
大
溝
藩
は
上

層
部
を
固
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

初
期
藩
政

の
し
く
み
に
つ
い
て
は
、
詳

し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、

「勢
州

御
普
代
慶
安
年
中
諸
士
以
下
由
緒
書
」
に
は
、
知
行
五
五
〇
石
の
分
部
与
次
右
衛

門
六
十
六
歳
に

「
御
家
老
」
と
い
う
役
職

名
が
見
え
、
ま
た
知
行
三
〇
〇
石
の
沢

井
八
郎
右
衛
門
三
十
歳
に
も

「家
老
役
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
、
ほ
か

に

「
長
柄
組
は
つ
れ
」
と
し
て
、
現
米

一
二
石
か
ら
八
石
ま
で
の
五
名
を

「中
小

姓
」、
同
八
石
か
ら
三
石
ま
で
の
六
名
を

「
茶
道
」、
「御
長
柄
組
迦
仲
ケ
間
諸
方
」

と
し
て
、
現
米

一
〇
石
か
ら
六
石
ま
で
の
六
名
を

「料
理
人
」、

同
八
石
か
ら
四

石
ま
で
の

一
一
名
を

「
小
人
頭
」、
同
六
石
か
ら
四
石
ま
で
の
三
名
を

「
別
当
」
、

同
八
石
か
ら
四

・
七
石
ま
で
の
七
名
を

「
賄
人
」、

同
七
石
か
ら
五
石
ま
で
の
七

名
を

「
留
守
居
」
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

「
別
所
三
郎
兵
衛
組
」
と
し
て
現
米

一
〇
石
か
ら
五
石
ま
で
の

一
二

名
、
「笠
井
瀬
兵
衛
組
」
と
し
て
同

一
〇
石
か
ら
六
石
ま
で
の

一
三
名
、
「野
呂
弥

五
兵
衛
組
」
と
し
て
同

一
〇
石
か
ら
六
石
ま
で
の

=
二
名
と
い
う
よ
う
に
、
三
組

を
書
き
あ
げ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
三
組
が
長
柄
組
な
の
で
あ
ろ
う
。

大
溝
藩
の
職
制
が
、
他

の
小
藩

の
そ
れ
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
し
、
家
老
、
用
人
、
奉
行
、
代
官
等

に
よ

っ
て
中
央
機
関
は
形
成
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。

『
笠
井

家
文

書
』
の

「
明
暦
二
申
年
よ
り
天
明
五
巳
年
迄
御
役
人
分
目
帳
書
抜
」
と
い
う
記
録

で
は
、
明
暦

・
万
治
年
間

(
一
六
五
五
～
六
〇
)
に
横
目
役
、
代
官
役
、
納
戸
役
、

旗
奉
行
、
三
十
人
番
別
当

(料
理
人

・
賄
人
)、

町
奉
行
の
役
職
名
が
、
寛
文
年

間

(
一
六
六

一
～
七
二
)
に
は
大
納
戸
役
、
作
事
奉
行
、
作
事
下
奉
行
、
金
奉
行
、

長
柄
奉
行
、
腰
物
方
、
勘
定
役
、
御
領
分
預
ケ
野
洲
代
官
役
、
腰
物
支
配
人
、
宗

旨
改
、
小
納
戸
役
な
ど
の
役
職
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
時
代
が
下
る

に
つ
れ
て
、
役
職
が
細
分
化
し
複
雑
に
な

っ
て
い
く
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ

る
が
、
藩
政
の
基
本
的
な
し
く
み
は
当
初
か
ら
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
更
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『万
木
良
平
家
文
書
』
の
承
応
三
年
(
一
六
五
四
)
六
月
二
十
八
日
付
の

「万
木

⑧

孫
太
郎
御
代
官
所
村
付
之
事
」
と
題
す
る
覚
書
に
は
、
万
木
孫
太
郎
代
官
が
伊
黒

村
、
鹿

ケ
瀬
村
、
畑
村
、
武
曽
横
山
村
、
庄
堺
村
、
古
賀
村
の
六
力
村
の
分
部
領

の
年
貢
収
納
に
た
ず
さ
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
万
木
家
は
、
高
島
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(現米高)

1.100

1.000

90U

800

7UU

6UO

500石
文 弘 安元
政 化政 治

(
天
六
四
)

(
天
毛

)

(
天
四
六
)

(
一八
三

)

宝

暦

元

(
毛
五
一)

寛

延

、兀

(
毛
四
八
)

延

享

元

(
毛
四
四
)

セ
己
り
木

(
一
七
四
一
)

(
毛
三
六
)

(
毛
二
四
)

(
毛

一六
)

元

(
毛
コ
)

一兀

(
一七
〇
四
)

俸禄総高の変遷

郡
地
方
の
土
豪
で
あ
り
有
力
者
で
あ

っ

た
と
伝
え
ら
れ
る
家
で
あ
る
。
分
部
氏

が
伊
勢
か
ら
多
く
の
家
臣
団
を
引
き
つ

れ
て
大
溝
に
入

っ
て
き
た
と
は
い
え
、

在
地
支
配
す
な
わ
ち
領
民
の
統
制
に
は

地
元
の
有
力
者
た
ち
を
抜
擢
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
万
木

氏
の
代
官
職
就
任
は
、
そ
の
あ
た
り
の

事
情
を
う
か
が
わ
せ
て
興
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
、
大
溝
藩
で
は
毎
年
秋
か

ら
初
冬

こ
ろ
の
年
貢
収
納
直
前

の
時
期

に
な
る
と
、
家
臣
た
ち
の
俸
禄
高
と
氏

名
を
書
き
あ
げ
た

「給
人
帳
」
と
よ
ば

れ
る
帳
簿
が
作
成
さ
れ
、
藩
主
の
確
認

を
示
す
花
押
入
り
で
発
給
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
知
行
給
、
現
米

給
、
扶
持
、
金
、
銀
な
ど
の
俸
禄

の
支

給
形
態
も
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

大
溝
藩

の

「給
人
帳
」
と
は
い
わ
ゆ
る

分
限
帳
で
あ
り
、
家
臣
た
ち
の
給
料
台

帳
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、

こ
れ

に
は
役
職
付

の
も
の
に
給
さ
れ
る
役
料

等
は
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
基
本
給

の
台
帳
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ

る
。こ

の

「給
人
帳
」
の
写
が
、

「御
役
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人
分
目
帳
書
抜
」
と
題
し
て
、
寛
永
二

〇
年

(
一
六
四
三
)
分
か
ら
宝
暦
五
年

(
一
七
五
五
)
分
ま
で
、

『
笠
井
家
文

書
」
の
な
か
に
残
さ
れ
て
お
り
、
ほ
か

に
も

『横
田
三
千
太
郎
家
文
書
』

『荒

木
良
弘
家
文
書
』

『中
村
貢
家
文
書
』

な
ど
に
も
数
年
分
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の

「給
人
帳
」
の
分
析
を
通
し
て
、

大
溝
藩
を
支
え
た
家
臣
団
と
俸
禄

の
問

題
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

「
給
人
帳
」
の
俸
禄
高
総
合
計
お
よ

び
総
人
数
に
は
、
年
代
に
よ
る
か
な
り

な
変
化
が
見
え
る
。

こ
れ
は
、
家
臣
団

構
成
そ
の
も
の
に
常
に
自
然
的
な
変
動

が
あ
る
こ
と
と
、
藩
財
政
の
観
点
か
ら

の
人
員
整
理
や
俸
禄
抑
制
な
ど
の
政
策

的
人
為
的
変
動
が
あ
る
か
ら
と
考
え
ら

れ
る
。
自
然
的
な
変
動
と
は
、
俸
禄
は

家
格
を
基
礎
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る

も
の
の
、
死
没
や
相
続
な
ど
に
よ
っ
て

若
年
者
が
戸
主
と
な
っ
た
場
合
、
か
な

ら
ず
し
も
父
の
俸
給
を
そ
の
ま
ま
認
め

ら
れ
る
訳
で
は
な
い
こ
と
や
、
少
年
が

成
人
す
る
に
従
い
家
格
に
応
じ
た
俸
禄

に
増
額
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
ま
た
相
続

者
が
な
く
家
そ
の
も
の
が
断
絶
し
た
り
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す
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
増
減
で
あ
る
。

「
給
人
帳
」
に
見
え
る
年
代
ご
と
の
変
化
を
、
知
行
給
と
現
米
給
に
つ
い
て
グ

ラ
フ
化
し
て
み
た
。
金
銀
や
扶
持
等
は
省
略
し
た
が
、
叙
述
上
必
要
な
範
囲
で
は

言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

寛
永
二
〇
年
に
知
行
総
高
八
四
三

一
石
、
現
米
五
九
九
石
余
、
銀
八
〇
〇
匁
で

あ

っ
た
も
の
が
、
し
だ
い
に
漸
増
傾
向
を
見
せ
て
、
明
暦
二
年

(
一
六
五
六
)
に

は
知
行
高
九
九
三
六
石
、
現
米
八
五
二
石
余
、
銀
五
貫
二
〇
〇
匁
、
判
金

一
枚
、

小
判

一
四
両
と
な
る
。
明
暦
二
年
の
こ
の
数
字
は
、
不
明
の
年
代
も
あ
る
け
れ
ど

も
、
お
そ
ら
く
江
戸
期
を
通
じ
て
の
最
高
額
と
推
測
さ
れ
る
。

知
行
高
が
九
〇
〇
〇
石
代
で
現
米
高
が
六
〇
〇
～
八
〇
〇
石
代
と
い
う
数
字
は

以
後
延
宝
二
年

(
一
六
七
四
)
ま
で
続
き
、
延
宝
四
年
以
降
正
徳
四
年

(
一
七

一

四
)
ま
で
は
知
行
高
五
〇
〇
〇
石
代
で
現
米
高
は
五
〇
〇
～
六
〇
〇
石
代
と
激
減

す
る
。

こ
の
間
、
元
禄
十
五
年

(
一
七
〇
二
)
に
は
知
行
高
が
江
戸
期
最
低
と
思

わ
れ
る
四
八
九
六
石
を
記
録
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
知
行
高
は
享
保
年
間

(
一
七

一
六
～
三
五
)
に
六
〇
〇
〇
～
七
〇
〇
〇

石
代
と
な
り
、

一
七
四
〇
年
代
後
半
か

ら

一
七
五
〇
年
代
前
半
に
は
七
〇
〇
〇
石
代
で
安
定
す
る
。
し
か
し
、
江
戸
後
期

お
よ
び
幕
末
に
は
不
明
の
年
が
多
す
ぎ
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
五
〇
〇
〇
～
六
〇
〇

〇
石
代
と
な

っ
て
い
る
。
現
米
高
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
判
明
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、

最
低
は
宝
永
二
年

(
一
七
〇
五
)
の
五
〇

一
石

一
斗
六
升
六
合
、
最
高
は
寛
延
三

年

(
一
七
五
〇
)
の

=

〇
四
石
で
あ
る
。

大
溝
藩

の
場
合
、
知
行
と
現
米
が
俸
禄

の
基
本
で
あ
り
、
金

・
銀
や
扶
持
は
、

「
給
人
帳
」
に
全
く
記
載
の
な
い
こ
と
も
あ
り
、
俸
禄

の
基
本
形
態
で
な
い
こ
と

⑨

が
知
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、

つ
ぎ
に
は
知
行
と
現
米
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
分
析

を
進
め
て
み
よ
う
。

知
行
高
に
つ
い
て
も
現
米
高
に
つ
い
て
も
、
江
戸
期
の
最
低
は
最
高
の
ほ
ぼ
二

分
の

一
の
数
字
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
人
数
で
み
て
み
る
と
、
知
行
高
最
高
の

明
暦
二
年
の
知
行
人
数
は
八
〇
名
、
最
低

の
元
禄
十
五
年
の
そ
れ
は
四
二
人
で
あ

る
が
、
現
米
高
で
は
最
高
の
寛
延
三
年
は

一
一
五
名
で
、
最
低
の
宝
永
二
年
は

一

二
七
名
と
な

っ
て
お
り
、
現
米
高
の
場
合
人
数
の
う
え
で
は
逆
転
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
家
臣
団
総
数
の
増
減
が
そ
の
ま
ま
俸
禄
高
の
増
減
に
か
な
ら
ず
し

も
直
接
比
例
的
に
は
結
び

つ
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
さ
き
の
よ
う
な
石
高
の
変
動
が
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
か

を
検
討
し
て
み
よ
う
。
知
行
給
の
方
に
つ
い
て
、

一
〇
〇
石
以
上
の
人
数
を
調
べ

て
み
る
と
、
知
行
総
高
八
四
三

一
石
の
寛
永
二
十
年
に
は
四
三
名
、
九
九
三
六
石

の
明
暦
二
年
に
は
五
三
名
で
、
九
〇
〇
〇
石
代
の
寛
文
期
は
ほ
ぼ
五
〇
余
名
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
知
行
総
高
が
五
九
七
六
石
と
な
る
延
宝
四
年
に
は
三
五
名

に
減
少
し
、
以
後
三
〇
余
名
の
時
期
が

つ
づ
き
、
知
行
総
高
が
最
低
を
記
録
す
る

元
禄
十
五
年
に
は
三
〇
名
と
な

っ
て
い
る
。
最
高
の
明
暦
二
年
と
最
低
の
元
禄
十

五
年
で
は
、

一
〇
〇
石
以
上
の
知
行
給
の
も
の
が
二
三
名
も
増
減
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
上
級
家
臣
の
減
少
に
よ
る
知
行
総
高
の
抑
制
に
は
、
相
当
に
政
治

的
、
意
図
的
な
も
の
が
貫
徹
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
藩
政
初
期
の
分
部
家
血

縁
の
重
視
な
ど
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
上
級
家
臣
数
が
増
加
し
、
十
七
世
紀
中
こ

ろ
最
高
潮
に
達
し
て
藩
財
政
を
圧
迫
し
、
十
七
世
紀
後
半
に
は
財
政
の
破
綻
か
ら

上
級
家
臣
の
減
員
を
政
策
的
に
打
ち
出
し
実
施
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の

一
方
で
、
繁
雑
化
す
る
藩
務
を
能
率
的
に
処
理
す
る
必
要
上
、

現
米
給
の
下
級
家
臣
数
を
増
加
し
て
藩
政
の
充
実
を
は
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
溝
藩
の
場
合
、
藩
財
政
に
占
め
る
家
臣
団
の
俸
禄
の
割
合
は
、
基
本
給
だ
け

で
多
い
場
合
に
は
五
割
に
も
の
ぼ

っ
た
か
ら
、
家
臣
団
の
俸
禄
の
増
減
が
か
な
り

直
接
的
に
藩
財
政
に
ひ
び
い
て
く
る
。
藩
財
政
が
危
機
に
陥
る
と
、
家
臣
団
の
俸

禄
が
削
ら
れ
る
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
例
を
、

安
政
四
年

(
一
八
五
七
)

の

「
給
人
帳
」
か
ら
み
て
み
よ
う
。
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表2安 政4年 の家臣団俸禄支給

知

行

給

現

米

給

そ

の

他

寺

社

分

名 目 高

400石

250

180

170

150

140

131

130

120

100

80

70

50

30

20

実 渡 高

米158俵3斗

110俵

87俵1斗

84俵

77俵2斗

74俵1斗

71俵1斗3升

71俵

67俵3斗

61俵1斗

54俵3斗

51俵2斗

45俵

四つ物成

18俵2斗

合 計

10石

9

8

7

6

5

4

3

名 目高 どお り

合 計

知行1000石

金80両

扶持似

知

行

現

米

扶

持

㎜扶
持

100石

30

20

3

2

20石

4

3

2

金5両

銀2枚

5人 扶持

睡
米55俵

(当時渡 しな し)

米5俵 または銀1枚

米3俵

米1俵

米40俵

金100疋

豊凶 次第不定

金100疋

金500疋

銀1枚

3人 扶持

人 数

人1

5

1

1

3

2

1

1

3

7

2

4

3

3

6

「
⊥

可
⊥

63人

4人

1

26

4

33

6

28

2

104人

1人

1

1

1

1人

1

3

1

1

1人

1

1

1

1人

2

1人

名目高合計

400石

1250

180

170

450

280

131

130

360

700

160

.'

650

90

320

5551石

40石

9

208

28

198

30

112

6

631石

1000石

金80両

10人 扶持

2人扶持

100石

30

60

3

2

20石

4

3

2

金5両

銀4枚

5人 扶持

実 渡 高 合 計

米158俵3斗

550俵

87俵1斗

84俵

232俵2斗

148俵2斗

71俵1斗3升

71俵

203俵1斗

428俵3斗

109俵2斗

206俵

585俵

90俵

296俵

3321俵3斗3升

名目高合計
に同じ

じ同
計
に

合高目名ー

米55俵

な し

米5俵 と銀2枚

米3俵

米1俵

40俵

金100疋

?

金100疋

金500疋

銀1枚

3人 扶持

注)r横 田三千太郎家文書』 より作成。
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表
2
は
、
安
政
四
年
の

「給
人
帳
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「給
人
帳
」

に
は
、
表
示
し
た
と
お
り
名
目
高
と
実
渡

高
の
双
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
知
行
給
四
〇
〇
石
の
家
臣
に
は
実
際

に
は

一
五
八
俵
と
三
斗
の
米
を
渡
す
と

い
う
の
で
あ
る
。
大
溝
藩
の
年
貢
率
は
、

初
期
に
は
五
割
か
ら
六
割
に
も
の
ぼ

っ

て
い
た
が
、

一
七
世
紀
末
以
降
に
は
四
割

か
ら
五
割
く
ら
い
に
低
下
し
て
い
る
か

⑩ら
、
江
戸
中
期
以
降
に
は
大
溝
藩

の
知
行
給
は
四
割
支
給
と
な

っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
〇
〇
石
の
知
行
給
な
ら

一
六
〇
石
の
現

米
を
渡
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
安
政
四
年
に
は
、

一
六
〇
石
で
は
な

く
、

一
五
八
俵
と
三
斗
の
米
を
渡
し
た
。

一
俵
は
四
斗
入
り
で
あ
る
か
ら
、

一
五

八
俵
と
三
斗
は
六
三
石
五
斗
に
な
る
。
知
行
高
四
〇
〇
石
の
人
は
例
年
の
三
九

・

七
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
年
俸
を
給
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

二
五
〇
石
の
知
行
給
の
場
合
は
、
例
年
な
ら

一
〇
〇
石
の
現
米
を
も
ら
え
る
は

ず
で
あ
る
が
、
安
政
四
年
に
は

一
一
〇
俵
す
な
わ
ち
四
四
石
の
現
米
し
か
手
に
入

ら
な
い
の
で
あ
る
。
知
行
高

一
〇
〇
石
の
人
は
四
〇
石
も
ら
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、

六

一
俵
と

一
斗
す
な
わ
ち
二
四
石
五
斗
給
さ
れ
る
。

一
〇
〇
石
の
人
の
場
合
例
年

の
六

一
パ
ー
セ
ン
ト
余

の
支
給
で
あ
る
。

知
行
高
が
低

い
層
ほ
ど
減
額
率
は
低
下

し
て
い
る
わ
け
で
、
知
行
高
二
〇
石
の
人

は
八
石
の
現
米
を
も
ら
え
る
と
こ
ろ
を

七
石
四
斗
と
な
り
、
九
二

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
支
給
率
と
な

っ
て
い
る
。

高
額
の
知
行
給
を
約
束
さ
れ
て
い
る
上
級
家
臣
や
財
源
を
他
に
も

っ
て
い
る
寺

一
院

・
神
社
な
ど
で
は
、
削
減
率
す
な
わ
ち
藩
の
借
上
げ
幅
が
大
き
く
、
下
位
の
知

}
行
給
で
は
借
上
げ
幅
が
だ
ん
だ
ん
小
さ

く
な
り
・
現
米
給

の
下
土
層
ξ

い
て
は

減
額
さ
れ
ず
に
全
額
が
そ
の
ま
ま
支
給
さ
れ
て
い
る
。

【

以
上
の
こ
と
か
ら
、
藩
財
政
の
破
綻
に
際
し
、
上
級
家
臣
数
の
削
減
を
は
じ
め
、

王

級
家
臣
の
俸
禄
の
削
婆

ど
、
ま
ず
何

よ
り
も
上
級
家
臣
に
対
し
て
、
そ
の
し

わ
よ
せ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
、
上
級
家
臣
の
俸
禄
問

一
禦

藩
財
政
と
深
く
か
か
わ
.
て
を

上
級
家
臣
の
俸
禄
抑
制
が
藩
財
政
の
危

機
を
救
う
近
道
で
あ

っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
藩

の
動
き
は
、
下
級
の
家
臣
た
ち
が
、
常
に
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
の
生
活
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
界
の
地
点
か
ら
実
は
藩
を
さ
さ
え
つ
づ
け
て
い
た
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
無
言
の
う
ち
に
語

っ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

C-)

軍

役

と

公

役

江
戸
幕
府
は
、
全
国
の
諸
大
名
に
石
高
に
応
じ
た
軍
事
上
の
負
担
を
課
す
る
制

度
を
立
て
た
。
元
和
二
年

(
一
六

一
六
)、
寛
永
十
年

(
一
六
三
三
)、
慶
安
二
年

(
一
六
四
九
)
な
ど
の
軍
役
令
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
慶
安
二
年
の
軍
役

令
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
石
に
つ
き
五
人
、

一
〇
〇
〇
石
に
つ
き
二

一
人
、

一
万
石

に
つ
き
二
三
五
人
、
五
万
石
に
つ
き

一
〇
〇
五
人
、

一
〇
万
石
に
つ
き
二

一
五
五

人
つ

つ
の
軍
卒
、
さ
ら
に

一
〇
〇
〇
石
以
上
に
は
鉄
砲
持
、
三
〇
〇
〇
石
以
上
に

は
騎
馬
を
と
い
う
よ
う
に
、
石
高
の
増
加
の
段
階
を
追
い
な
が
ら
軍
役
の
負
担
を

増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

大
溝
藩
は
二
万
石
で
あ
る
か
ら
、
当
然
相
当
の
軍
役
負
担
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
年
紀
が
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

『
磯
野
家
文
書
』
に

「
御
軍
役
人
数
兵

線
積
」
と
い
う
、
大
溝
藩
側
か
ら
の
軍
役
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
を
示
す
覚
書

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

大
溝
藩
の
軍
役
編
成
は
、

一
番
手

一
二
四
人
、
二
番
手

一
三
六
人
、
三
番
手
二

二
九
人
の
合
計
四
八
九
人
の
兵
員
と
馬
二
七
疋
で
あ
る
と
い
う
。

「
御
軍
役
人
数

兵
線
積
」
に
ょ
る
と
、
そ
の
兵
線
は

一
日
分
で
、
人
間
は

一
人
あ
た
り
米
七
合
五

勺
、
塩

一
撮
、
味
噌
五
勺
と
し
て
計
算
す
る
と
、
四
八
九
人
分
で
は

一
日
に
つ
き

米
三
石
六
斗
六
升
七
合
五
勺
、
塩
四
升
八
合
九
勺
、
味
噌
二
斗
四
升
四
合
五
勺
に

な
る
と
い
う
。
同
じ
く
馬
は
、

一
疋
に
つ
き
豆
五
合
、
糠
四
升
、
飼
葉

一
束
半
、

藁
小
米
俵

一
枚
で
あ
る
か
ら
、
二
七
疋
分
で
は

一
日
あ
た
り
、
豆

一
斗
三
升
五
合
、
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糖

一
石
八
斗
、
飼
葉
三
〇
束
、
藁
小
米
俵

二
七
枚
と
な
る
。

し
か
し
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
人
馬
が
出
陣
す
る
と
な
る
と
、
兵
糧
は
も
と
よ
り

い
ろ
い
ろ
な
武
具
や
生
活
用
具
な
ど
の
荷
物
を
運
搬
す
る
小
荷
駄
や
人
足
も
相
当

必
要
に
な
る
し
、
士
分
の
者
の
身
の
廻
り

を
世
話
す
る
小
者
や
料
理
人
、
医
者
、

右
筆
な
ど
の
用
員
も
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
れ
ら
を
総
計
す
る
と
、
人

数
は
九
〇
八
人
、
馬
は
上
馬

・
小
荷
駄
合

わ
せ
て

一
三
二
疋
が
必
要
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
兵
糧
や
資
金
が
膨
大
な
額
に
の
ぼ

る
と

「御
軍
役
人
数
兵
線
積
」
は
計
算

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
軍
役
が
実
際
に
催
促
さ
れ
、

し
か
も
長
期
に
わ
た
る
こ
と
が
あ
る
な

ら
ば
、
た
ち
ま
ち
小
藩
の
藩
財
政
は
破
綻

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
、
現
実
に
は
幕
末
を
除
い
て
、

江
戸
期
に
軍
役
令
に
よ
る
戦
陣

へ
の
出

動
は
な
か

っ
た
か
ら
、
そ
の
意
味
で
の
軍

事
的
負
担
に
よ
っ
て
藩
財
政
が
崩
壊
す

る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
軍
役
に
か
わ
る
負
担
が
な
か

っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
平
時
の
公
役
と
し
て
、
江
戸
城
や
大
坂
城
の
守
衛
を
は
じ
め
、
諸
々

の
公
務
が
形
を
か
え
た
軍
役
と
し
て
、
諸

大
名
に
は
課
さ
れ
て
い
た
。

大
溝
藩
の
歴
代
藩
主
に
課
せ
ら
れ
た
公
務
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
武
士
や
僧
侶

な
ど
の
犯
罪
者
の
預
り
、
大
坂
城
加
番
役
、
京
都
朝
廷
の
使
節
公
卿
の
接
待
役
、

⑪

京
都
火
消
役
、
江
戸
方
角
火
消
役
、
江
戸
城
諸
門
警
固
役
等
々
で
あ
る
。

こ
う
し
た
公
役
に
つ
い
て
は
、
第
四
代
藩
主
分
部
信
政

の
時
代
に
お
け
る
史
料

が
比
較
的
に
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
。
信
政

は
、
寛
文
七
年

(
一
六
六
七
)
に
襲
封

し
、
多
難
な
時
期
の
大
溝
藩
の
治
政
に
あ

た
り
、
正
徳
四
年

(
一
七

一
四
)
致
仕

し
て
い
る
が
、
公
役
と
し
て
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も

っ
た
大
坂
加
番
だ
け
を
み

て
み
て
も
信
政
の
時
代
に
、
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)
八
月
、
貞
享
四
年

(
一
六

八
七
)
八
月
、
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)

八
月
、
元
禄
十

一
年
八
月
と
、
都
合
四

⑫

回
の
大
坂
加
番
を
み
て
い
る
。

大
坂
加
番
は
、
大
坂
城
の
警
備
に
あ
た
る
も
の
で
、
定
員
は
四
名
、
任
期
は

一

年
、
五
万
石
以
下
の
小
大
名
が
交
替
で
つ
と
め
る
役
で
あ
る
。
発
令
は
三
月
に
あ

り
、
同
年
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
、
藩
主
以
下
石
高
に
応
じ
た
人
数
を
く
り

出
し
て
、
大
坂
住
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『磯
野
家
文
書
』
の

「大
坂
詰
覚
書
」
と
題
す
る
記
録
に
は
、
信
政
時
代
の
四

回
に
わ
た
る
大
坂
加
番
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決
算
が
記
さ
れ
て
い
る
。

い
ず

れ
の
年
代
も
、
米
価
等
の
変
動
に
伴
う
金
高
の
相
違
が
み
ら
れ
る
程
度
で
、
決
算

の
大
筋
は
だ
い
た
い
同
じ
で
あ
る
か
ら
、

「
大
坂
詰
覚
書
」
に
よ
り
な
が
ら
元
禄

十

一
年
八
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
の
大
坂
加
番
に
つ
い
て
、
財
政
面
を
中
心
と
し

な
が
ら
具
体
的
に
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

元
禄
十

一
年
三
月
に
大
坂
加
番
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
種

々
の
準
備
を
と
と
の

え
、
七
月
十

一
日
に
先
発
と
し
て
士
分
七
名
足
軽
等
八
名
が
大
坂

へ
向
け
て
大
溝

を
出
立
、
藩
主
分
部
信
政
は
七
月
二
十
九
日
大
坂
入
り
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の

加
番
役
は
、
大
溝
藩

の
ほ
か
、
内
藤
正
勝

(武
蔵
国
赤
松
藩
)、

堀
直
佑

(信
濃

国
須
坂
藩
)、

永
井
直
圓

(大
和
国
新
庄
藩
)
ら
の
各
大
名
で
あ

っ
た
。

大
溝
藩
は
二
万
石
の
大
名
で
あ
る
が
、
こ
の
大
坂
加
番
で
は
、
役
高

一
万
八
〇

〇
〇
石
と
し
て
そ
の

「
四
ツ
物
成
」、

す
な
わ
ち
四
割
収
納
の
計
算
で
、

一
年
分

⑬

七
二
〇
〇
石
の
合
力
米
を
給
さ
れ
て
い
る
。
合
力
米
と
い
う
の
は
、
二
条
城
や
大

坂
城
の
守
衛
に
あ
た
る
も
の
に
給
さ
れ
る
加
俸
で
あ
る
。
合
力
米
七
二
〇
〇
石
は
、

半
期
分
ず

つ
に
分
け
て
、
大
坂
蔵
奉
行
の
指
示
を
う
け
て
玉
造
御
蔵
か
ら
支
給
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
元
禄
十

一
年
八
月
か
ら
の
半
期
分
三
六
〇
〇
石
の
合
力
米

に
つ
い
て
、

「
大
坂
詰
覚
書
」
の
記
載
を
追

っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

半
期
分
の
合
力
米
三
六
〇
〇
石
は
、
実
は
米
三
二
四
〇
石
と
大
豆
三
六
〇
石
か

ら
な

っ
て
い
る
。
米
三
二
四
〇
石
の
う
ち
、
二
八

一
四
石
は
払
米
と
し
て
換
金
さ

れ
銀

一
六
五
貫
五
九
四
匁
と
な
り
、
四
二
六
石
が
俸
禄
加
米
と
し
て
残
さ
れ
る
。

大
豆
三
六
〇
石
の
う
ち
三
二
〇
石
も
換
金
さ
れ
て
銀

一
三
貫

一
二
〇
匁
と
な
り
、

四
〇
石
は
俸
禄
加
増
分
と
し
て
残
さ
れ
る
。
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俸
禄
加
米
は
米
と
大
豆
を
合
わ
せ
て
四
六
六
石
と
な
る
が
、
そ
の
う
ち
実
際
に

は
給
人
二
四
人
分

の
加
俸
の

一
部
と
し
て

一
一
四
石
八
斗
九
升
三
合
四
勺
が
払

い

出
さ
れ
、
残
り
三
五

一
石

一
斗
六
合
六
勺

は
御
台
所
入
と
な

っ
て
い
る
。

換
金
さ
れ
た
米
と
大
豆
の
総
量
は
三

コ

ニ
四
石
で
そ
の
代
銀
は

一
七
八
貫
七

一

匁
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
銀
二
七
貫
八
七
九
匁
八
厘
す
な
わ
ち
米
と
大
豆
に
し
て

四
八
九
石

一
斗
六
合
六
勺
分
が
、
給
人
二
四
人

の
加
俸
分
と
し
て
渡
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
い
う
給
人
二
四
人
が
大
坂
詰
番
の
上
級
あ
る
い
は
中
級
の
家
臣
た
ち
で
あ

ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
二
四
人
分
の
半
期
分
の
加
俸
は
、

さ
き
の
米
と
大
豆
の
現
物

一
一
四
石
八
斗
九
升
三
合
四
勺
と
、
換
金
さ
れ
た
分
の

四
八
九
石

一
斗
六
合
六
勺
を
合
わ
せ
る
と
六
〇
四
石
と
な
り
、
残
り
半
期
分
も
同

額
で
あ
る
か
ら

一
年
分
と
し
て
は

一
二
〇

八
石
に
の
ぼ
り
、

一
人
平
均
五
〇
石
余

と
な
る
。
大
溝
藩

の
家
臣
で

一
力
年
平
均

五
〇
石
余

の
加
俸
を
与
え
ら
れ
る
も
の

は
、
中
級
以
上
と
考
え
て
よ
い
。

換
金
さ
れ
た
銀

の
う
ち
、
二
貫
六
七
九
匁
す
な
わ
ち
米
に
し
て
四
七
石
分
は
、

中
小
姓
中
二

一
人
分
の
増
知
銀
と
し
て
渡

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
現
銀
の
残
額
は

一

四
八
貫

一
五
五
匁
九
分
二
厘
、
米
に
し
て
二
五
九
七
石
八
斗
九
升
三
合
四
勺
分
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
御
蔵
入
と
な
る
。
現
米

の
台
所
入
三
五

一
石
余
と
こ
の
御
蔵
入

分
、
米
に
し
て
合
計
し
た
二
九
四
八
石
余
、
こ
れ
で
大
坂
在
番
中
の
半
年
分

の
諸

費
用
が
こ
と
ご
と
く
ま
か
な
わ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

元
禄
十
二
年
七
月
末
ま
で
の

一
年
間
の
決
算
を
あ
ら
た
め
て
簡
略
に
み
て
お
く

と
、
合
力
米
七
二
〇
〇
石
の
う
ち
、
五

一

一
四
石
三
合
八
勺
が
売
米
、
七
八
三
石

九
斗
九
升
六
合
二
勺
が
扶
持
米
、
た
だ
し
こ
の
扶
持
米
は
台
所
入
り
分
で
あ
り
、

残
り

=
二
〇
二
石
が
御
給
人
並
御
切
米
方
渡
す
な
わ
ち
家
臣
団
に
直
接
払

い
だ
す

加
俸
お
よ
び
増
知
銀
で
あ
る
。
売
米
の
代
銀
総
額
は
、
二
九
〇
貫
三
九

一
匁

一
分

二
厘
で
あ
る
。

支
払
の
方
を
み
る
と
、
大
溝
で
の
大
坂
加
番

の
た
め
の
諸
準
備
費
用
、
大
溝
か

ら
大
坂
ま
で
の
路
銀
を
は
じ
め
、
江
戸
賄
方
や
大
溝
勘
定
所

へ
の
送
金
、
大
坂
で

の
各
種
交
際
費
等
の
諸
入
用
金
な
ど
で
、
支
出
合
計
は
金

一
八
〇
〇
両
、
銀
三
〇

六
貫
六
五
九
匁
二
分
七
厘
で
あ
る
。
金

一
両
を
仮
に
銀
六
〇
匁
と
し
て
計
算
す
る

と
、
金

一
八
〇
〇
両
は
銀

一
〇
八
貫
と
な
り
、
支
出
合
計
は
銀
四

一
四
貫
余
と
な

る
。
当
時
の
米
価

(大
豆
を
含
む
)
が

一
石
に
つ
き
銀
五
七
匁
く
ら
い
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
単
価

で
合
力
米
七
二
〇
〇
石
を
換
金
し
た
額
よ
り
も
若
干
超
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
収
支
決
算
と
し
て
は
、
赤
字
決
算
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
大
坂
加
番
の
例
で
も
判
明
す
る
し
、
ま
た
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
が
、

い
ろ
い
ろ
な
公
役
は
藩
主
が
命
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
際
の

任
務
は
家
臣
た
ち
が
手
分
け
し
て
遂
行
す
る
。
参
観
交
代
に
し
て
も
、
藩
主
に
対

し
て

一
年
毎
の
在
府
と
在
国
を
命
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
藩
主

一
人
が
江
戸

へ
出
か
け
、

一
人
で
江
戸
住
い
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
江
戸
に
は
藩
主
の
正
室
が

人
質
と
し
て
居
住
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
し
、
藩
主
は
在
府
中
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
役
職
を
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
観
交
代
の
制
度
は
、
各
大
名
に
対
し

て
江
戸
と
国
元
と
の
二
重
生
活
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
江
戸
に
は
藩
庁

と
し
て
の
意
味
を
も

つ
藩
邸
が
設
け
ら
れ
、
江
戸
家
老
以
下
江
戸
勤
番
や
定
府
の

藩
士
た
ち
が
、
藩
主
の
在
国
中
も
執
務
し
て
い
た
。

大
溝
藩

の
江
戸
屋
敷
は
、
芝
愛
宕
下
に
上
屋
敷
が
、
白
銀
村
に
下
屋
敷
が
あ

っ

た
。
上
屋
敷
は
拝
領
屋
敷
で
あ
り
、
南
北
九
四
間
、
東
西
三
二
間
、
面
積
三
〇
〇

⑭

八
坪
余
で
あ

っ
た
と
い
う
。

江
戸
と
大
溝
の
二
重
生
活
に
加
え
て
、
大
坂
加
番
の
と
き
に
は
大
坂
組
も
少
な

く
な

い
の
で
、
大
溝
藩
は
家
中
が
三
ヵ
所
に
分
散
し
、
家
臣
団
の
配
置
も
複
雑
に

な
る
。
少
し
時
代
は
下
る
が
、
八
代
分
部
光
実
の
寛
政
六
年

(
一
七
九
四
)、

大

坂
加
番
に
あ
た

っ
て
家
中
が
三
ヵ
所
と
な

っ
た
と
き
の
家
臣
団
配
置
を
記
し
た
も

の
が
、

『
長
野
家
文
書
』
中
に

「御
礼
帳
写
」
と
い
う
名
で
残
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

「
大
坂
御
加
番
御
供
、
大
溝
居
残
役
、
江
戸
勤
番
」
の
別
を
記
載
し
て
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い
る
わ
け
で
あ
る
Q

「
御
礼
帳
写
」
に
は
家
老
級
か
ら
足
軽
小
頭

・
小
人
小
頭
ま
で

一
四
五
名
の
藩

士
が
名
を

つ
ら
ね
て
お
り
、
軽
輩
者
三
四
人
を
除
く

=

一
名

に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
俸
禄
高
、
勤
務
地
、
役
職
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
俸
禄
高

の
み
で
そ
の
他
の
記
載

の
な
い
も
の
や
、

史
料
の
汚
損
に
よ

っ
て
判
読
で
き
な
い

も
の
も
あ
る
し
、
何
よ
り
も
覚
書
的
な
も

の
で
あ

っ
て
史
料
的
な
価
値
が
万
全
で

あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
寛
政
六
年
に
お
け
る
大
溝
藩
家
臣
団
配
置

の
概
要
は
把
握
で
き
そ
う
で
あ
る
。

「
御
礼
帳
写
」
に

「大
坂
御
供
」
ま
た
は

「大
坂
」
と
記
さ
れ
た
も
の
は
四

一

…
名
、
「
江
戸
」
「江
戸
勤
番
」
ま
た
は

「
定
府
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が

一
七
名
あ
る
。

ま
ず
、
大
坂
加
番
に
随
行
し
た
も
の
に

つ
い
て
み
て
み
る
と
、
二
五
〇
石
の
家

一
老
役

一
名
を
筆
頭
に
、

一
七
〇
石
か
ら

一
〇
〇
石
ま
で
の
も
の
で
は
、
御
用
人
兼

大
目
付
兼
御
物
頭
二
名
、
御
物
頭
兼
元
締
方
兼
郡
奉
行

一
名
、
御
物
頭
兼
寺
社
奉

行

一
名
、
寺
社
奉
行

一
名
、
御
物
頭

一
名

の
役
職
付
の
も

の
が
六
名
と
、
無
役
の

一
も
の
五
名
の
計

一
一
名
が

い
る
。

一
〇
〇
石
未
満
で
知
行
給

の
役
職
者
と
し
て
は
、

一
八
〇
石
の
郡
奉
行
兼
元
締
方

一
名

と
三
〇
石
の
大
納
戸

一
名
だ
け
で
あ
る
Q
現
米

給

の
ク
ラ
ス
で
は
、
大
納
戸
役
、
御
医
師
、
徒
士
小
頭
、
右
筆
な
ど
が
職
名
と
し

て
見
え
る
。

在
江
戸
に
つ
い
て
み
る
と
、

一
五
〇
石

の
御
用
人
兼
大
目
付
兼
留
守
居
が

一
名
、

御
用
人
兼
大
目
付
が

一
名
で
、

=
二
〇
石

の
御
用
人
兼
大
目
付

一
名
、

一
〇
〇
石

の
元
締
郡
奉
行

一
名
、
五
〇
石
の
大
納
戸
役

一
名
と
、
知
行
給

の
役
職
者
は
以
上

の
五
名
で
あ
り
、

一
〇
石
以
下
の
現
米
給

の
も
の
で
は
大
納
戸
役
、
大
納
戸
役
横

目
、
右
筆
な
ど
の
職
名
が
見
え
る
。
在
江
戸
の
う
ち

「定
府
」
と
記
さ
れ
た
も
の

は
四
名
し
か
見
え
ず
、
江
戸
詰

の
大
半
は

一
年
交
替
の
勤
番
者
で
あ

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

大
坂
あ
る
い
は
江
戸
の
記
載

の
ほ
か
、

知
行
給
五
〇
石
の
も
の
に

「
京
屋
敷
留

守
居
」
の
記
入
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
大
溝
藩
が
京
屋
敷
を
設
け
て
お
り
、
そ
こ

に
留
守
居
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
京
都
の
大
溝
藩
邸
は
、
河

原
町
二
条
上

ル
三
丁
目
大
文
字
町
に
買
得
屋
敷
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
宝⑮

永
五
年

(
一
七
〇
八
)
の
大
火
後
に
、
土
手
町
通
二
条
上

ル
に
替
地
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
大
津
坂
本
町
に
も
大
溝
藩
蔵
屋
敷
が
あ

っ
て
、
こ
こ
に
も
役
人
が
配
置
さ

⑯

れ
て
い
た
。

京
屋
敷
詰
も

一
名
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
大
津
蔵
屋
敷
詰
の
注
記
も
見
え
な

い
か
ら
、

「
御
礼
帳
写
」
の
大
坂
や
江
戸
な
ど
の
記
載
の
な
い
も
の
が
、
す
べ
て

大
溝
居
残
り
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ほ

ぼ
大
溝
組
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
な
か
の
役
職
付
の
も
の
を
あ
げ
な
が
ら
、

大
溝
の
藩
政
組
織
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

家
老
役
は
四
〇
〇
石

一
名
と
二
五
〇
石

一
名
、
御
用
人
兼
大
目
付
が

一
〇
〇
石

一
名
、
寺
社
奉
行
は

一
二
〇
石

一
名
、
町
奉
行

一
〇
〇
石

一
名
、
郡
奉
行
元
締
が

五
〇
石

一
名
と
三
〇
石

一
名
、
医
師
は
五
〇
石
の
も
の

一
名
で
あ
る
。
知
行
給
の

役
職
付
は
以
上
八
名
で
あ
る
が
、

一
〇
石
以
下
の
現
米
給
の
も
の
に
な
る
と
、
中

小
姓
勤
、
御
納
戸
役
、
御
医
師
、
御
右
筆
、
御
代
官
、
賄
方
勤
な
ど
の
役
職
名
を

記
さ
れ
た
も
の
が
少
く
な
い
。
な
か
で
も
、
八
石
二
名
、
七
石

一
名
の
合
計
三
名

の
代
官
が
見
え
る
の
は
、
年
貢
収
取
の
業
務
を
も

つ
大
溝
な
ら
で
は
の
藩
政
機
構

⑰

と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

寛
政
六
年
は
大
坂
加
番
と
い
う
大
役
の
た
め
に
、
藩
政
の
機
構
も
、
大
坂
、
江

戸
、
大
溝
等
と
複
雑
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
大
溝
藩
の
藩
政
組
織
を
ま

と
め
て
み
る
と
、
家
老
職
は
だ
い
た
い
二
〇
〇
石
以
上
の
も
の
で
三
名
前
後
、

一

五
〇
石
か
ら

一
〇
〇
石
く
ら
い
ま
で
の
も
の
で
は
、
御
用
人
と
大
目
付
が
ほ
と
ん

ど
兼
役
で
六
名
前
後
、
そ
れ
に
物
頭

・
元
締
方
、
寺
社
奉
行

・
郡
奉
行
な
ど
も
多

く
は
兼
役
で
合
わ
せ
て
七
～
八
名
、
な
お
郡
奉
行
の
み
な
ら
三
〇
石
ク
ラ
ス
の
場

合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
町
奉
行
は

一
〇
〇
石
ク
ラ
ス
で

一
、
二
名
で
あ
る
。



14第11号

 

要学 紀

 

大良奈

と
も
か
く
、
上
級
家
臣
で
は
兼
役
の
も

の
が
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ

は
単
な
る
人
材
不
足
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
小
藩
と
し
て
役
職
の
多
様
化
に
対

応
す
る
た
め
や
む
を
え
な
い
手
段
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
年
貢

収
取
の
責
任
者
で
あ
り
、
所
領
の
支
配
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
郡
奉
行
で

さ
え
、
他
の
役
職
と
兼
役
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
や
む
な
く
江
戸
や
大
坂
の
勤
番

に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
公
務
と
小
規
模
藩

の
藩
政
機
構
の
か
か
わ

り
を
み
る
う
え
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

小
規
模
藩

の
藩
政
構
造
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
大
溝
藩
に
つ
い
て
具

皿
体
的
に
い
く

つ
か
の
事
項
を
み
て
き
奈

、
史
料
的
制
約
も
あ

.
て
充
分
な
分
析

に
至
ら
な
か
っ
た
点
が
多

い
。
と
く
に
、
家
臣
団
構
成
の
経
済
的
側
面
に
言
及
し

た
り
、
大
坂
加
番
の
合
力
米
に
つ
い
て
分
析
し
な
が
ら
、
藩
財
政
の
全
体
的
把
握

を
可
能
と
す
る
史
料
に
め
ぐ
ま
れ
ず
、
大
溝
藩
の
歳
入

・
歳
出
等
に
関
す
る
知
識

⑱

を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。

・

元
和
五
年
に
立
藩
さ
れ
た
大
溝
藩
が
、

二
万
石
の
格
式
を
守
り
な
が
ら
、
い
か

に

し
て
藩
政
を
切
り
盛
り
し
家
臣
団
を
統
治
し
て
き
た
か
・
ま
た
幕
府

に
よ
っ
て

課
せ
ら
れ
る
公
役
を
ど
の
よ
う
に
耐
え
て
き
た
の
か
、
い
ず
れ
も
残
さ
れ
た

一
部

皿
の
史
料
か
ら
の
追
跡
に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、

と
り
わ
け
、
大
坂
加
番
に
つ
い
て
の

∵

大
坂
詰
覚
書
L
な
ど
は
・
収
支
決
算
上
無

理
に
帳
尻
を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
も

葛

え
ら
れ
る
か
ら
・
断
定
的
な
結
論
を
導

く
こ
と
は
で
き
な
い
・

{

し
か
し
、
立
藩
の
時
期
に
は
、
伊
勢
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
家
臣
を
引
き

つ
れ
て
き

…
た
こ
と
、
し
か
も
藩
主
の
血
縁
に
つ
な
が

る
分
部

一
族
が
大
き
な
勢
力
を
張

っ
て

{▽

た
.」
と
は
、
藩

体
制
の
支
配
機
構
が
中
期
以
降

に
官
僚
化
し
て
い
く

こ
と
な

㎜
ど
と
対
比
し
て
興
味
深
い
事
実
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
そ
う
し
た
上
級
家
臣
団
の
膨

震

が
+
七
世
紀
後
半
に
は
財
政
上
の
圧
迫

と
な

っ
て
い
る
.」
と
が
俸
禄
高

の
変
遷

か
ら
解
明
さ
れ
た
し
、
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
上
級
家
臣
団

の
整
理
が
意
欲
的
に
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
推
測
で
き
た
。

さ
ら
に
藩
政
の
し
く
み
が
、
領
内
の
統
治
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
幕
府

の
課

し
て
く
る
公
役
い
わ
ゆ
る
御
公
儀
向
の
構
造
の
方
に
も
か
な
り
大
き
な
力
を
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
と
く
に
小
藩
と
し
て
は
、
領
内
支
配
の
し
く
み
と

御
公
儀
向
の
し
く
み
が
な
か
な
か
分
離
で
き
な
い
苦
し
さ
が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
も

判
明
し
た
。

と
は
い
え
、
本
稿
は
大
溝
藩
の
ほ
ん
の

一
部
を
解
剖
し
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。

生
き
た
大
溝
藩

の
動
き
や
高
島
地
方
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

一
九
八
三
年
三
月
刊

行
予
定
の

『高
島
町
史
』
が
期
待
さ
れ
る
。

註

①
滋
賀

県
高
島
郡
高
島
町

の
高
島
町
歴
史
民
俗
資
料
館
内
高
島
町
史
編

さ
ん
室

に
、
多

く

の
近
世
史
料

が
収
集
さ
れ
、
町
史
編
纂

に
供
さ
れ

て
い
る
。
筆
者
も
町
史

へ
の
執

筆

の
機
会

を
与

え
ら
れ
、

こ
れ
ら

の
貴
重
な
史
料

に
接
す
る

こ
と
が

で
き
た
。
本
稿

も
、
町
史

の
執

筆
項

目
と
密
接

に
関
係
し

て
お
り
、
そ

の
成
果
は
す

べ
て
編
さ
ん
室

の
収
集
史
料

に
よ

っ
て

い
る
。
記
し

て
感
謝
す
る
。

②

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

巻
第
三
百
九
十
二

③

『
分
部
文
書
』

④

こ
の
表
は

『横

田
三
千
太
郎
家

文
書
』

か
ら
作

成
し
た
。
年
代

は
不
明
で
あ
る
が
、

そ

の
記
載
内
容
11

人
名

か
ら
元
禄

こ
ろ
と
推
定

さ
れ
る
。
年

代
に
よ
る
分
部
領

の
変

更
は
ほ
と
ん
ど
な

い
が
、
慶
安

三
年

(
一
六
五
〇
)
開

発
で
承

応
三
年

(
一
六
五

四
)

検
地
さ
れ

た
伊
黒
村

の
枝
村

で
あ
る
富
坂
村

五
〇
石

九
斗
三
合

と
下
小

川
村
枝
村

の

出
福
村

一
〇

〇
石
九
斗

四
升

四
合

の
新
開

が
あ

っ
た
が
、
本
高

に
は
紅

み
入
れ
ら
れ

て

い
な

い
。
本
高

の
変
更

と
し
て
は
、
天
保

二
年

(
一
八
三

一
)

に
野
洲
郡
今
浜
村

が
上
知
と
な
り
、
村
高

三
七
〇
石

一
斗

と
小
物

成
高

五
九
石

二
斗

八
升

の
合
計

四
二

九
石
三
斗

八
升

が
幕
府

に
収

公
さ
れ
た
。
上
知

分
に

つ
い
て
は
幕
府

か
ら
現
米

で
支

給

さ
れ

た
が
、
天
保

四
年

に
な

っ
て
替
地
と

し
て
高
島

郡
下
古
賀
村

で

一
五

八
石

六
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三
合
五
勺
九
才
、

下
小
川
村

に
お

い
て
三
三

七
石

三
斗
七
升

一
合

の
合
計

四
九

六
石

三
升
四
合
五
勺

八
才
を
与

え
ら
れ
、
都
合

六
六
石

六
斗

五
升
四
合
五
勺

八
才

の
増
高

と
な

っ
た
。

(
『高
島

郡
誌
』
参
照
)

⑤
禁
裏
御
料

・
仙
洞
御
料

を
は
じ
め
公
家
領

・
社
寺
領

な
ど

の
非
武
家
領

の
多

い
山
城

国
内

で
は
、

一
村
内

に
五
〇
以
上

の
領
主
権
が
錯
綜
す

る
村

も
あ
り
、
二
〇
～
三

〇

の
領
主
に
細
分
割

さ
れ
て
い
る
例
は
か
な
り
多

い
。
京
都
市

編

『
京
都

の
歴
史
』
第

五
巻
第
四
章
第

一
節
参

照
。

⑥

『
中
村
穣
家
文
書
』

の

「
稿

・
系

譜
」
と
題
す
る
分
部
信
政

の
事
績
中
に
詳
し

い
。

⑦

『
磯
野
家
文
書
』

の

「
江

州
高

嶋

・
野
洲
両
郡
高
付
並
免
付
君
」

と
い
う
記
録

に
、

は
慶

安
二
年

(
一
六
四
九
)

か
ら
宝
永

元
年

(
一
七

〇
四
)
ま

で

の
毎
年

の
両
郡
村

村

の
年

貢
率

が
記

さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、

一
七
世
紀
中

こ
ろ
に
は
、
年
貢

率

が
五
割
以
上
と

い
う

の
が
多

い
。
従

っ
て
、
知
行
給

の
も

の
が
五
割
く
ら

い
に
換

算

さ
れ
た
蔵
米
を
も
ら

っ
て
い
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ

る
。

⑧

『
万
木
良
平
家
文
書
』

万
木
孫
太
郎
御
代
官
所
村
付
之

事

一
、
伊
黒
村

一
、
鹿
ケ
瀬
村

一
、
畑

村

一
、
武
曽

横
山
村

一
、

庄
堺
村

一
、
古

賀
村

右
村

々
高
石
之
処
、
去
御
勘
定
衆

二
相
尋

、
当
納
所
無
油
断
為
皆
済
、
勘

定
可

仕

者
也

。

承
応
三
年
午
六
月
廿

六
日

⑨

「
給

人
帳
」

で
み
る
か
ぎ
り
、
銀
給

は
寛
永

二
〇
年
か
ら
見

え
る
が
延
宝

六
年

こ
ろ

か
ら
見

え
な
く
な
り
、
ま

た
幕
末
期

に
見
え
る
。
金
給
は
承
応

三
年

以
降

小
額

で
あ

る
け
れ
ど
も
江
戸
期
を
通
じ

て
見

え
る
。
扶

持
給
も
承
応
三
年

に
見
え
る
が
、
連
続

的

に
は
万
治
元
年
以
降

で
あ

る
。

い
ず

れ
に
し

て
も
、
金

・
銀

・
扶

持
給
は
隠
居
料

や
寺
社
領
分

な
ど
の
場
A
口
に
活
用
さ
れ

て
い
る
こ
と

が
多
く
、
特
別

な
事
情

が
あ

る

場
合
と

か
恩
恵
的

な
あ
る
い
は
形
式
的

な
給
与
と

い
う
感

が
強

い
。

⑩

『
磯
野
家
文
書
』

の

「
江
州
高
嶋
野
洲
両
郡
高
付
並
免
付
書
」

に
よ
れ
ば
、

た
と
え

ば
高
島
郡
打
下
大
溝

の
年

貢
率
は
、
慶
安
期

の
平
均
は
五
割

六
分

で
あ

る
が
、
元
禄

期

の
そ
れ

は
四
割

二
分
弱
に
低
下
し

て
い
る
。

⑪

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

『徳

川
実
紀
』
『
磯
野
家
文
書
』
『
長
野
家
文
書
』
『
中
村
穣
家

文
書
』

⑫

『
中
村
穣
家
文
書
』

「
稿

・
系

譜
」

⑬

『
磯
野
家
文
書
』

「
大
坂
詰

覚
書

」

⑭

『
長
野
家
文
書
』
。
白
銀
村

の
下
屋
敷
は

六
二
〇
〇
坪

で
あ

っ
た
と

い
う
。

⑮

『
磯
野
家
文
書
』

『京
羽

二
重
』

『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』

⑯

『
京
羽
二
重
織
留
大
全
』

⑰

大
溝
藩

の
代
官

に
つ
い
て
は
、
高
島

郡
三
ニ
カ
村
を
三

つ
の
地
域
に
分
け

て
三
人

の

代
官

に
受
け
も
た
せ

た
と
伝

え
る
し
、
註
⑧

の

『
万
木
良
平
家
文
書
』
に
み
る
万
木

孫
太
夫
代

官

の
支
配
村

々
も
、

ほ
ぼ
三
分
割
さ
れ
た

一
つ
の
地
域

に
相

当

し

て

い

る
。

し
か
し
、
代
官

の
実
態
す

な
わ
ち
そ

の
行
政
的
役
割

・
機
能

な
ど
に

つ
い
て
は

な
お
不
分
明

で
あ
る
。

七
、

八
石

の
現
米
給

の
も

の
が
代

官
に
任
じ
ら
れ

て
い
る

こ

と
は
、
そ

の
身
分

や
地
位

の
低

さ
か
ら
藩
政
上

の
発
言
権

・
格
式

は
き
わ
め

て
低

い

と
考
え
ら
る
が
、

一
方

こ
の
代
官

職
が
地
元

の
豪
農

・
名

望
家
層
か
ら
な

っ
て
い
る

と
す
れ
ば
、
俸
禄

の
低

さ
が
そ
の
ま
ま
代
官
職
権
能

の
狭
少
さ
を
意
味
し
な
く
な
る

の

で
、
代
官
構
造

の
究
明

は
藩
政

と
く

に
所
領
支
配

の
う
え

で
大
き
な
比
重
を
占
め

る
。

⑱

史
料
的
根
拠
は
不
明

で
あ

る
が
、

『
高
島
郡
誌
』
七
九
九
頁
か
ら
八

〇

一
頁

に
、

「
大
溝
藩

の
歳
入
出
」
と

い
う
項

目
が
あ
る
。
嘉
永
か
ら
安
政
期

に
か
け

て
の
年
平

均

の
歳
入
と
歳
出
を
具
体
的

な
数
字

で
示
し

て
い
る
。
典
拠
が
不
明
な

こ
と

や
平
均

値

の
意
味
も

一
考
を
要
す

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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ハ
TheStructureoftheVassalageandtheFinancialMeasuresoftheOmizoClan

MichitakaKAMADA

Summary

れ
TheOmizoclan,asmallregionalmilitarygovernment,withayearlyproductoftwenty

..

thousandkoku,waslocatedinTakashimadistrictinOmiprovince.Afterhavingbeen

transferredfromacertaindistrict,Iseprovincetotheabove-mentionedplacein1619,

itincreaseditsvassalagewithitsownfamilymembersasaneucleus. 　 　
Beingimposelwithpublicservices,suchastheOsaka-kaban,beingstationedinOsaka,

bytheorderoftheshogunate,aswellastheever-increasingnumberofthehigh-yanking

vassals,lefttheclaninfinancialdifficulties.

Butitmanagedtobreakthedeadlockatthesacrificeofthevassalsbycuttingdown

theirstipendsandbyshiftingburdonsomeservicestotheirownshoulders.

Usingtherecentlydiscoveredarchivalsources,theauthoranalizesthedesperateefforts

ofthesmallclan.


